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�愛媛県告示第３１４号
次の病院は、救急病院等を定める省令（昭和３９年厚生省令第８号）

第１条第１項の規定による救急病院である。

平成２１年３月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

名 称 所 在 地 開 設 者 名 認 定 の
有効期限

医療法人社団久
和会立花病院

新居浜市喜光地町一丁目
１３番２９号

医療法人社団久
和会

平成２４年
３月９日
まで

�愛媛県告示第３１５号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２１年３月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１６号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２１年３月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３１７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに西条市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２１年３月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県
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告 示

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

聴覚・平衡・音声・言語・そし
ゃく機能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 三 谷 壮 平 東温市志津川 平成
２１年３月１日

肢 体 不 自 由 小 児 科 財団法人積善会附属
十全総合病院 占 部 智 子 新居浜市北新町１－５ 〃

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 医療法人大樹会今治
南病院 砂 金 光 藏 今治市四村１０３－１ 〃

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 辞退年月日

聴覚・平衡・音声・言語・そし
ゃく機能障害 耳鼻咽喉科 国立大学法人愛媛大

学医学部附属病院 川 上 美由紀 東温市志津川 平成
２１年２月２８日

毎週（火・金）曜日発行 第２０４６号 平成２１年３月１０日

平成２１年３月１０日火曜日 第２０４６号
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１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

スーパードラッグコスモ
スついたち店

西条市朔日市２５３－
１外 駐車場の位置及び収容台数 ９５台 ６４台 平成２１年

１０月２８日
平成２１年
２月２７日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第３１８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２１年３月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

ヒマラヤ松山店 松山市衣山一丁目１
６０番外

大規模小売店舗内の店舗面積
の合計 １，３１９㎡ ２，００３㎡ 平成２１年

１０月１９日
平成２１年
２月１８日

駐車場の位置及び収容台数 ３２台 ７９台

駐輪場の位置及び収容台数 ２３台 ４０台

荷さばき施設の位置及び面積 ４０．７㎡ ５４．７㎡

廃棄物等の保管施設の位置及
び容量 １２．６� １８．４�

駐車場の自動車の出入口の数
及び位置 ８箇所 ９箇所

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

愛 媛 県 報平成２１年３月１０日 第２０４６号

１８６



�愛媛県告示第３１９号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２１年３月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２７
年３月
２３日

愛媛県
第１２６２
号

炭酸カ
ルシウ
ム肥料

粒状苦
土炭酸
石灰２
号

アルカ
リ分
５３．０
可溶性
苦土
１０．０

その他
の制限
事項は
公定規
格のと
おり

株式会社研農
高知県高知市萩
町一丁目９番４８
号

�������
�愛媛県告示第３２０号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１４条の規定に基づき、次

の肥料の登録は、失効した。

平成２１年３月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

失効年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２０
年１０月
５日

愛媛県
第１２７０
号

副産植
物質肥
料

南海副
産物肥
料

窒素全
量
６．５

りん酸
全量
１．２

公定規
格のと
おり

南海物産株式会
社
愛媛県松山市古
三津二丁目２０番
３８号

�������
�愛媛県告示第３２１号
愛媛県漁業調整規則（昭和４３年愛媛県規則第２２号）第８条第２項

（同規則第２１条第３項において準用する場合を含む。）の規定に基

づき、瀬戸内海を操業区域とする小型機船底びき網漁業の許可又は

起業の認可を申請すべき期間を次のように定める。

平成２１年３月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

許可又は起業の認可を申請すべき期間

平成２１年３月１０日から３月２４日まで

�������
�愛媛県告示第３２２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用

する同法第２０条第２項の規定に基づき、松山広域都市計画ごみ焼却

場の変更に係る都市計画の図書の写しを愛媛県庁において公衆の縦

覧に供する。

平成２１年３月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第３２３号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県今治保健所及び

今治市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２１年３月１０日

愛媛県今治保健所長 上 田 昭

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

株式会社ハートウエル

今治市国分一丁目９番５６号

代表取締役 原田 政一

２ 事業場の名称及び所在地

株式会社ハートウエル

今治市国分一丁目９番５６号

３ 特定施設に関する事項

� ３．３㎏オーバーマイヤー（№１３～１５）

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１第１９号 ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり３．３キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ６時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～９．１

最大 ７．０～１３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １８０

最大 ２７０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８

最大 ３８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．４

最大 ０．４

� ４．５㎏オーバーマイヤー（№１６、１７）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり４．５キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

愛 媛 県 報平成２１年３月１０日 第２０４６号

１８７



特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～９．１

最大 ７．０～１３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １８０

最大 ２７０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８

最大 ３８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．９

最大 ０．９

� １３㎏オーバーマイヤー（№１８、１９）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり１３キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ６時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～９．１

最大 ７．０～１３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １８０

最大 ２７０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８

最大 ３８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．０

最大 ２．０

� ５０㎏オーバーマイヤー（№２０、２１）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり５０キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ６時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～９．１

最大 ７．０～１３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １８０

最大 ２７０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８

最大 ３８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２４．０

最大 ２４．０

� ８０㎏液流染色機（№２２）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり８０キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し
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特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～９．１

最大 ７．０～１３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２３８

最大 ３７４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３８

最大 ４８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５２

最大 ８３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ９．０

最大 ９．０

� １５０㎏液流染色機（№２３、２４）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり１５０キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～９．１

最大 ７．０～１３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２３８

最大 ３７４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３８

最大 ４８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５２

最大 ８３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １８．０

最大 １８．０

� ２００㎏液流染色機（№２５）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり２００キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ６時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～９．１

最大 ７．０～１３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２３８

最大 ３７４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３８

最大 ４８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５２

最大 ８３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １４．０

最大 １４．０

� ３００㎏液流染色機（№２６）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり３００キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～９．１

最大 ７．０～１３．０
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る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２３８

最大 ３７４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３８

最大 ４８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５２

最大 ８３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １６．０

最大 １６．０

� ４００㎏液流染色機（№２７、２８）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり４００キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～９．１

最大 ７．０～１３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２３８

最大 ３７４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３８

最大 ４８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５２

最大 ８３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２４．０

最大 ２４．０

� ６００㎏オーバーマイヤー（№２９）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり６００キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～９．１

最大 ７．０～１３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １８０

最大 ２７０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８

最大 ３８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３６．０

最大 ３６．０

� ３０㎏水洗機（№３０）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり３０キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ６時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～９．１

最大 ７．０～１３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １３０

最大 １８０
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１９０



浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ４０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．０

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．０

最大 ２．０

� ５０㎏水洗機（№３１）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり５０キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ６時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～９．１

最大 ７．０～１３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １３０

最大 １８０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ４０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．０

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４．０

最大 ４．０

� １５０㎏水洗機（№３２）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり１５０キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ６時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～９．１

最大 ７．０～１３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １３０

最大 １８０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ４０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６．０

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２．０

最大 １２．０

� ５０㎏液流染色機（№３３）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり５０キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使用
時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～９．１

最大 ７．０～１３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２３８

最大 ３７４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３８

最大 ４８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５２

最大 ８３
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りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ６．０

最大 ６．０

� ６００㎏自動捺染機（№３４）

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１９号 ト 染色施設

特 定 施 設 の 能 力 １回あたり６００キログラム

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着手後３０日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後直ちに

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 ８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ７．０～９．１

最大 ７．０～１３．０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２３８

最大 ３７４

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３８

最大 ４８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５２

最大 ８３

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３０．０

最大 ３０．０

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� №１排水処理施設

設 置 年 月 日 昭和６３年４月

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 ｐＨ調整

処 理 施 設 の 構 造 コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦 ３メートル 横 ６．６メートル
高さ ５メートル
縦１３．５メートル 横４．３５メートル
高さ ５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり８１０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 ｐＨ調整

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ７．０～９．１

最大 ７．０～１３．０

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １８０

最大 ２７０

通常 １８０

最大 ２７０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８

最大 ３８

通常 ２８

最大 ３８

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

通常 ４０

最大 ６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５

通常 １０

最大 １５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７３９

最大 ７９９

通常 ７３９

最大 ７９９

� №２排水処理施設

設 置 年 月 日 昭和５６年８月

処 理 施 設 の 種 類 生物処理、物理処理

処 理 施 設 の 型 式 活性汚泥処理、凝集沈殿

処 理 施 設 の 構 造 コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１４．１メートル 横６．２５メートル
高さ ５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり２０５立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 活性汚泥処理、凝集沈殿

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６
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汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １８０

最大 ２７０

通常 ４０

最大 ５３

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８

最大 ３８

通常 １５

最大 ２５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

通常 ２０

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５

通常 ３．０

最大 ６．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２００

最大 ２００

通常 ２００

最大 ２００

� №３排水処理施設

設 置 年 月 日 昭和６３年４月

処 理 施 設 の 種 類 生物処理

処 理 施 設 の 型 式 活性汚泥処理

処 理 施 設 の 構 造 コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１９．７メートル 横 ６．６メートル
高さ ５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり６０５立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 活性汚泥処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １８０

最大 ２７０

通常 ４０

最大 ５３

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２８

最大 ３８

通常 １５

最大 ２５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４０

最大 ６０

通常 ２０

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５

通常 ３．０

最大 ６．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５３９

最大 ５９９

通常 ５３９

最大 ５９９

� №４排水処理施設

設 置 年 月 日 昭和６３年４月

処 理 施 設 の 種 類 化学処理

処 理 施 設 の 型 式 ｐＨ調整

処 理 施 設 の 構 造 コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦 １．５メートル 横 ８．５メートル
高さ ３メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり８１０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 ｐＨ調整

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ６．２～８．２

最大 ６．０～８．４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４０

最大 ５３

通常 ４０

最大 ５３

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２５

通常 １５

最大 ２５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 ３０

通常 ２０

最大 ３０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．０

最大 ６．０

通常 ３．０

最大 ６．０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７４０

最大 ８００

通常 ７４０

最大 ８００

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大

の値並びに汚水等の１日当たりの量

№１排水口

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ６．２～８．２

最大 ６．０～８．４

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４０．０

最大 ５３．０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５．０

最大 ２５．０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０．０

最大 ３０．０
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りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３．０

最大 ６．０

�愛媛県告示第３２４号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２１年３月１０日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

�愛媛県告示第３２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年３月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年３月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年３月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３２８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ７４０

最大 ８００

備考 この他に雨水排水口が１箇所ある。

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２０中局建（開）第６１号

平成２１年２月２６日
温泉郡重信町大字田窪字水木１６６２番３

温泉郡重信町大字横河原９３０番地１７

遠 富 良 雄

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３２０号
宇和島市栄町港二丁目１０００番から

同市栄町港三丁目１０００番６まで

旧 １９．６～８５．４ ０．２４９

新 ２５．０～８５．４ ０．２４９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３２０号
宇和島市栄町港二丁目１０００番から

同市栄町港三丁目１０００番６まで
平成２１年３月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島港線
宇和島市栄町港三丁目１０００番３から

同市栄町港三丁目４０００番まで

旧 ０．０～１５．０ ０．００８

新 １３．０～１５．０ ０．００８

愛 媛 県 報平成２１年３月１０日 第２０４６号

１９４



��������������

��������������

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年３月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３２９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年３月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第３３０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年３月１０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島港線
宇和島市栄町港三丁目１０００番３から

同市栄町港三丁目４０００番まで
平成２１年３月１０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 串内子線
喜多郡内子町内子４２７５番から

同町内子４２８０番２地先まで

旧 ６．０～１１．０ ０．１８３

新 ７．５～３９．４ ０．１７５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 串内子線
喜多郡内子町内子４２７５番から

同町内子４２８０番２地先まで
平成２１年３月１０日

平成２１年３月１０日 発行
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